
　特別支援教育とは、特別支援学校や特別支援学級に在籍する幼児児童生徒、通常の学級に在籍する

LD(学習障害 )、ADHD(注意欠陥多動性障害 )、高機能自閉症等の障害のある児童生徒に対して、その

一人一人の教育的ニーズを把握し、幼児児童生徒の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は

克服するために、適切な指導及び必要な支援を行うものです。

　特別支援教育を推進することは、障害のあるなしを問わず、すべての子どもたちがそれぞれのライ

フステージで自らの持つ力を十分に発揮できるようにするという、教育活動全体の向上につながる、

大変重要な取組です。

通常の学級に在籍する、ＬＤ、

ＡＤＨＤ、高機能自閉症等、

特別な教育的支援が必要な

幼児・児童・生徒



県内の公立高校 ・特別支援学校

へのリンクが地域別にまとめられ

ています。関心のある学校をこちら

からチェックしてみてください。

静岡県公立学校 ・特別支援学校へのリンク

公式Ｘでは、県立学校の魅力や

イベント情報を随時発信しています。

皆さんが知らなかった学校の魅力を

発見してください。

県立特別支援学校の生徒の卒業後の社会参加を目指し、
「職場実習」を実施しています。実習先として、生徒を
受け入れてくださる個人・事業所を募集しています。

【問合せ先】特別支援教育課指導班   TEL.(054)221-3329

静岡県教育委員会公式Ｘ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）生徒の社会参加への協力のお願い

高校に在籍し、障害による学習上又は生活上の困難がある生徒に対し、それらを
改善又は克服することを目的とする「自立活動」の内容を行う指導です。

各教科等の授業を通常の学級で受けながら、障害の改善・克服に必要な指導を、
特別の指導の場で受ける教育の形態です。

小・中学校内に設置され、障害が比較的軽度な子どもたちを対象とし、障害に応じた
専門的な教育を行う学級です。

◎　静岡県では国のインクルーシブ教育システムに基づき、障害の有無に関わらず、居住地区で共に支え
　　合い育つという「共生・共育」の理念のもと、小学校・高等学校に、12 校の特別支援学校分校を設
　　置しています。

◎　県立特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する児童生徒は、児童生徒の居住する地域にある小学校
　　又は中学校に「交流籍」を置き、特別活動や各教科の指導などを通して交流及び共同学習を行います。

◎　県立高等学校に特別支援教育介助員等を配置し、肢体不自由により特別な支援を必要とする生徒や
　　医療的ケアを必要とする生徒に対して、学校生活を支援していきます。

◎　年々高まる通級による指導へのニーズに応えるため、令和５年度も通級指導教室を小学校・中学校に
　　新設・増設しました。今後も、各市町の計画に基づき、小中学校間のバランスを図りながら新設・増設
　　を進めていきます。

◎　富士特別支援学校富士東分校（令和５年４月開校）
◎　御殿場特別支援学校小山分校を、小山高等学校内に設置します。（令和６年４月開校予定）


